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ま え が き

 北海道大学法科大学院は、創立５年目にあたる平成 20 年度、本法科大学院評価専門委員

会による自己点検評価と外部評価委員による外部評価を実施した。本冊子は、この自己点

検評価書と、外部評価報告書、および外部評価のためのヒアリングの記録を収めたもので

ある。

 自己点検評価は、独立行政法人大学大学評価・学位授与機構による認証評価の基準に準

拠して行った。

 司法制度改革の主要な柱として、質の高い法曹を養成すべく設けられた法科大学院制度

は、これからの社会における法曹と市民のかかわりを大きく左右するものであるだけに、

実際に質の高い法曹養成システムが維持構築さているのかを客観的に検証することの意義

はことのほか大きい。そのためには、外部の有識者の客観的かつ厳正な評価を受けること

が不可欠である。そこで、本法科大学院は、上野徹（文藝春秋社代表取締役社長）、向井諭

（北海道弁護士会連合会理事長）、村岡啓一（一橋大学法科大学院長）、山本克己（京都大

学法科大学院長）、の各氏に外部評価委員への就任をお願いした。ご多忙をきわめるなか、

委員就任をご快諾くださり、多大の労をおとりいただいたことに、心からお礼を申し上げ

たい。

 外部評価のためのヒアリングは、北大構内の銀杏並木の美しさが新聞等で紹介された直

後の 2008 年 10 月 31 日に開催された。各委員には、事前に大部の資料をお読みいただき、

当日は、本法科大学院の施設を視察いただくとともに、貴重なご意見を賜った。また、後

日提出いただいた外部評価報告書は、そこで評価されたところは今後の大きな励みとなり、

また、改善すべきとされたところは早急に改善の努力を必要とする自覚を強く促す、誠に

かけがえのないものである。本法科大学院は、この自己点検・外部評価を踏まえ、大志あ

る法曹を北の大地から全国に送り出すべく、より一層の向上に努める所存である。

 ２００９年１月

北海道大学法科大学院長 松久三四彦
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自 己 点 検 評 価 書

北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻

（北海道大学法科大学院） 

平成２０年７月

北 海 道 大 学
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１ 対象法科大学院の現況及び特徴

１ 現況

259
 26 6

２ 特徴
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２ 目的
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３ 章ごとの自己評価

第１章 教育目的

基準１－１－１ 

各法科大学院においては、その創意をもって、将来の法曹としての実務に

必要な学識及びその応用能力並びに法律実務の基礎的素養を涵養するための

理論的かつ実践的な教育が体系的に実施され、その上で厳格な成績評価及び

修了認定が行われていること。
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基準１－１－２ 

各法科大学院の教育の理念、目的が明確に示されており、その内容が基準

１－１－１に適合していること。各法科大学院の養成しようとする法曹像に

適った教育が実施され、成果を上げていること。 
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第２章 教育内容

基準２－１－１ 

教育課程が、理論的教育と実務的教育の架橋に留意しつつ、法曹としての

実務に必要な専門的な法知識、思考力、分析力、表現力等を修得させるとと

もに、豊かな人間性並びに法曹としての責任感及び倫理観を涵養するよう適

切に編成されていること。

基礎プログラム

法実務基礎プログラム

深化プログラム

先端・発展プログラム

学際プログラム
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基準２－１－２ 

次の各号に掲げる授業科目が開設されていること。

 （１）法律基本科目

（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関

する分野の科目をいう。）

 （２）法律実務基礎科目

（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分

野の科目をいう。）

 （３）基礎法学・隣接科目

    （ 基 礎 法 学 に 関 す る 分 野 又 は 法 学 と 関 連 を 有 す る 分 野 の 科 目 を い

う。）

 （４）展開・先端科目

（応用的先端的な法領域に関する科目、その他の実定法に関する多

様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。）

法律基本科目

17 14

法律実務基礎科目

基礎法学・隣接科目

展開・先端科目 17
12 < > 39
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15

基準２－１－３ 

基準２－１－２の各号のすべてにわたって教育上の目的に応じて適当と認

められる単位数以上の授業科目が開設されているとともに、学生の授業科目

の履修が同基準各号のいずれかに過度に偏ることがないように配慮されてい

ること。また、法科大学院の目的に照らして、必修科目、選択必修科目、選

択科目等の分類が適切に行われ、学生による段階的履修に資するよう各年次

にわたって適切に配当されていること。
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基準２－１－４ 

 各授業科目における、授業時間等の設定が、単位数との関係において、大

学設置基準第２１条から第２３条までの規定に照らして適切であること。
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第３章 教育方法

基準３－１－１ 

法科大学院においては、少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い

教育が行われなければならないことが基本であることにかんがみ、一の授業

科目について同時に授業を行う学生数が、この観点から適切な規模に維持さ

れていること。

基礎プログラム 深化プログラム

法実務基礎プログラム

先端・発展プログラム

学際プログラム

基準３－１－２ 

法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、５０人を標準とするこ

と。

基礎プログラム

深化プログラム

80

3 2 2

50
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基準３－２－１ 

法科大学院における授業は、次に掲げるすべての基準を満たしているこ

と。

（１）専門的な法知識を確実に修得させるとともに、批判的検討能力、創

造的思考力、事実に即して具体的な問題を解決していくために必要な法

的分析能力及び法的議論の能力その他の法曹として必要な能力を育成す

るために、授業科目の性質に応じた適切な方法がとられていること。

（２）１年間の授業の計画、各授業科目における授業の内容及び方法、成

績評価の基準と方法があらかじめ学生に周知されていること。

（３）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学習を充

実させるための措置が講じられていること。

双方向的・多方向的

基礎プログラム

深化プログラム

法実務基礎プログラム

学習支援情報共有システム

深化プログラム

)
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基準３－３－１ 

 法科大学院における各年次において、学生が履修科目として登録すること

のできる単位数は、原則として合計３６単位が上限とされていること。

在学の最終年次においては、４４単位が上限とされていること。
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第４章 成績評価及び修了認定

基準４－１－１ 

学修の成果に係る評価（以下、「成績評価」という。）が、学生の能力及び

資質を正確に反映する客観的かつ厳正なものとして行われており、次に掲げ

るすべての基準を満たしていること。

（１）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。

（２）当該成績評価の基準にしたがって成績評価が行われていることを確

保するための措置がとられていること。

（３）成績評価の結果が、必要な関連情報とともに学生に告知されている

こと。

（４）期末試験を実施する場合には、実施方法についても適切な配慮がな

されていること。
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18 19
1 1 7

1 2 19
1 2 1 2 2

3 1

基準４－１－２ 

学生が在籍する法科大学院以外の機関における履修結果をもとに、当該法

科大学院における単位を認定する場合には、当該法科大学院としての教育課

程の一体性が損なわれていないこと、かつ、厳正で客観的な成績評価が確保

されていること
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基準４－１－３ 

一学年を終了するに当たって履修成果が一定水準に達しない学生に対し、

次学年配当の授業科目の履修を制限する制度（以下、「進級制」という。）が

原則として採用されていること。

36
44
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基準４－２－１ 

法科大学院の修了要件が、次に掲げるすべての基準を満たしていること。

（１）３年（３年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の

履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在籍し、９３単位以

上を修得していること。

この場合において、次に掲げる取扱いをすることができる。

ア 教育上有益であるとの観点から、他の大学院（他の専攻を含む。）

において履修した授業科目について修得した単位を、３０単位を超

えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得

したものとみなすこと。

  なお、９３単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学

院にあっては、その超える部分の単位数に限り３０単位を超えてみ

なすことができる。

イ 教育上有益であるとの観点から、当該法科大学院に入学する前に

大学院において履修した授業科目について修得した単位を、アによ

る単位と合わせて３０単位を超えない範囲で、当該法科大学院にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすこと。

     なお、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、１年

を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみな

すことができる。

ウ 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有す

ると認める者（以下、「法学既修者」という。）に関して、１年を超

えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、アとイによる単

位と合わせて３０単位（アのなお書きにより３０単位を超えてみな

す単位を除く。）を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修

得したものとみなすこと。

（２）次のアからカまでに定める授業科目につき、それぞれアからカまで

に定める単位数以上を修得していること。

 ただし、３年未満の在学期間での修了を認める場合には、当該法科大

学院において、アからウまでに定める授業科目について合計１８単位以

上並びにエからカに定める授業科目についてそれぞれエからカに定める

単位数以上を修得していること。

ア 公法系科目       ８単位

イ 民事系科目      ２４単位

ウ 刑事系科目      １０単位

エ 法律実務基礎科目    ６単位

オ 基礎法学・隣接科目   ４単位

カ 展開・先端科目    １２単位

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、修了要件単位数の３分の１以上

修得していること。（基準２－１－３参照。）
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基礎プログラム

32
14 28

深化プログラム

28 24
エ 法実

務基礎プログラム オ

学際プログラム 4 カ

12 先端・発展プログラム 15

ア ウ 18
24

24 10
基礎プログラム 深化プログラム

3
3 1

96 基

礎プログラム 深化プログラム 60
36

66
深化プログラム 28

38
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基準４－３－１ 

法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識

を有する者であると認める（いわゆる法学既修者として認定する）に当たっ

ては、法律科目試験の実施、その他の教育上適切な方法が用いられているこ

と。
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第５章 教育内容等の改善措置

基準５－１－１ 

教育の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究が、組織的かつ継続

的に行われていること。 

16
17
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18

19

基準５－１－２  

法科大学院における実務家教員における教育上の経験の確保、及び研究者

教員における実務上の知見の確保に努めていること。 
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第６章 入学者選抜等 

基準６－１－１ 

公平性、開放性、多様性の確保を前提としつつ、各法科大学院の教育の理

念及び目的に照らして、各法科大学院はアドミッション・ポリシー（入学者

受入方針）を設定し、公表していること。 
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基準６－１－２ 

入学者選抜が各法科大学院のアドミッション・ポリシーに基づいて行われ

ていること。 
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基準６－１－３ 

法科大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、各法科大学院の

アドミッション・ポリシーに照らして、入学者選抜を受ける公正な機会が等

しく確保されていること。 
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基準６－１－４ 

入学者選抜に当たっては、法科大学院において教育を受けるために必要な

入学者の適性及び能力等が適確かつ客観的に評価されていること。 
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基準６－１－５ 

入学者選抜に当たって、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう

努めていること
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基準６－２－１ 

法科大学院の在籍者数については、収容定員を上回る状態が恒常的なもの

とならないよう配慮されていること。 

基準６－２－２ 

入学者受入において、所定の入学定員と乖離しないよう努めていること
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第７章 学生の支援体制

基準７－１－１ 

学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、また、教

育課程上の成果を上げるために、各法科大学院の目的に照らして、履修指導

の体制が十分にとられていること。 
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基準７－１－２ 

各法科大学院の目的及び教育課程上の成果を実現する上で、教員と学生と

のコミュニケーションを十分に図ることができるよう、学習相談、助言体制

の整備がなされていること。
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基準７－１－３ 

 各種の教育補助者による学習支援体制の整備に努めていること。
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基準７－２－１ 

 学生が在学期間中に法科大学院の課程の履修に専念できるよう、学生の経

済的支援及び修学や学生生活に関する相談・助言、支援体制の整備に努めて

いること。 
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基準７－３－１ 

 身体に障害のある者に対しても、受験の機会を確保するとともに、身体に

障害のある学生について、施設及び設備の充実を含めて、学習や生活上の支

援体制の整備に努めていること。 
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基準７－４－１ 

 学生支援の一環として、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的

に進路を選択できるように、必要な情報の収集・管理・提供、ガイダンス、

指導、助言に努めていること。 
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第８章 教員組織

基準８－１－１ 

 研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員が置かれている

こと。

基準８－１－２ 

 基準８－１－１に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、

かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認め

られる者が、専任教員として専攻ごとに置かれていること。

（１）専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者

（２）専攻分野について、高度の技術・技能を有する者

（３）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
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基準８－１－３ 

 教員の採用及び昇任に関し、教員の教育上の指導能力等を適切に評価する

ための体制が整備されていること。
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基準８－２－１ 

 法科大学院には、専攻ごとに、平成１１年文部省告示第１７５号の別表第

一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の１.５倍の数

（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第２

号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の

数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課

程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を乗じて

算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは、これを切り捨て

る。）につき１人の専任教員が置かれていること。

基準８－２－２ 

 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。

- 57 -



基準８－３－１ 

 基準８－２－１に規定する専任教員の数のおおむね２割以上は、専攻分野

におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を

有する者であること。

第４条
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第５条

基準８－３－２ 

 基準８－３－１に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を

有する専任教員の少なくとも３分の２は、法曹としての実務の経験を有する

者であること。

10
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基準８－４－１ 

 各法科大学院における教育上主要と認められる授業科目については、原則

として、専任教員が配置されていること。 
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基準８－５－１ 

 法科大学院の教員の授業負担は、年度ごとに、適正な範囲内にとどめられ

ていること。 

基準８－５－２  

法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に

応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること。

15 11 13
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基準８－５－３ 

 法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため、必要な

資質及び能力を有する職員が適切に置かれていること。
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（支援業務一般・統括）

実務家教員
非常勤講師
　　　　対応　

　　学生対応
　　教務関係

＊法学政治学専攻と共用

　　学生対応
　　教材関係

＊学部等と共用

法科大学院支援専門員法科大学院長

法科大学院支援室

法科大学院支援室
（公法資料室）

　　図書業務

（民事法資料室）

教材センター

法科大学院支援室
（法令判例新刊雑誌室）

法科大学院支援室
（刑事法・社会法資料室）

学事担当
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第９章 管理運営等

基準９－１－１ 

 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい独自の運

営の仕組みを有していること。

18
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50

基準９－１－２ 

 法科大学院の管理運営を行うために適切な事務体制が整備され、職員が適切

に置かれていること。 

1268
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基準９－１－３ 

 法科大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい十分な財

政的基礎を有していること。 
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基準９－２－１ 

 法科大学院の教育水準の維持向上を図り、当該法科大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、当該法科大学院における教育活動等の状況について、自

ら点検及び評価を行い、その結果を公表していること。

15

68
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基準９－２－２ 

自己点検及び評価を行うに当たっては、その趣旨に則し適切な項目を設定す

るとともに、適当な実施体制が整えられていること。 
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- 72 -

20

基準９－２－３ 

 自己点検及び評価の結果を当該法科大学院の教育活動等の改善に活用するた

めに、適当な体制が整えられていること。 

 

19
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基準９－２－４  

自己点検及び評価の結果について、当該法科大学院を置く大学の職員以外の

者による検証を行うよう努めていること。 
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基準９－３－１ 

法科大学院における教育活動等の状況について、印刷物の刊行及びウェブサ

イトへの掲載等、広く社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に

情報が提供されていること。

基準９－３－２ 

 法科大学院の教育活動等に関する重要事項を記載した文書を、毎年度、公表

していること。
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基準９－４－１ 

 評価の基礎となる情報について、適宜、調査及び収集を行い、適切な方法

で保管されていること。 

 

2009

10
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第１０章 施設、設備及び図書館等

基準１０－１－１ 

 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学

習その他当該法科大学院の運営に必要十分な種類、規模、質及び数の教室、演

習室、実習室、自習室、図書館、教員室、事務室その他の施設が備えられてい

ること。これらの施設は、当面の教育計画に対応するとともに、その後の発展

の可能性にも配慮されていること。 
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基準１０－２－１  

法科大学院の各施設には、教員による教育及び研究並びに学生の学習その他

の業務を効果的に実施するために必要で、かつ、技術の発展に対応した設備及

び機器が整備されていること。
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基準１０－３－１ 

 法科大学院には、その規模に応じ、教員による教育及び研究並びに学生の学

習を支援し、かつ促進するために必要な規模及び内容の図書館が整備されてい

ること。 



17
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10

9
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Ⅱ   外 部 評 価 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 87 -





北海道大学法科大学院外部評価報告書

                             上野  徹    

（株式会社文藝春秋 代表取締役社長）

私は昭和 40 年に北海道大学法学部を卒業して株式会社文藝春秋に入社し、現在に至って

います。入社してからは雑誌、書籍の編集業務に携わっていたため、いわゆる法曹の世界

とは無縁でこれまで過ごしてきました。その過程で名誉毀損事件や著作権問題にかかわる

ことがまれにあったとはいえ、卒業後の生活は、単位取得の必要に迫られて身についた法

律知識が日を追ってそぎ落とされてゆく日々だった、といっていいかもしれません。その

ような私に北海道大学法科大学院の外部評価委員の資格などあるとは思えませんが、ひと

りの社会人の立場から、あるいはいくつかの裁判の当事者になったことのある立場から、

これから法曹に関わる人、またその教育にあたる大学に望みたいことなど、気のついたこ

とを申し上げたいと思います。

大学の「自己点検評価書」では２１世紀の法曹に求められる資質として八項目があげら

れていますが、中でも私たちからみて重視してほしいのは、実践的知識、柔軟で創造的な

思考力、交渉・説得能力、他の専門分野に対する理解力です。人権意識のたかまりや裁判

員制度の導入など、私たちの生活の中で法律がこれまでよりさらに身近なものになってゆ

くのは時代の趨勢というものでしょう。そこでは仲間内だけで通用する考え方や言葉では

なく、ひらかれた法曹として、柔軟な人間関係を築いてゆける資質は必要不可欠です。こ

れは法律知識の詰め込みだけでは育てられるものではありません。それは幅広い自由な人

間関係の中で形成されるものだと思います。

パンフレット「大志ある法曹をめざして２００９」の中で、法科大学院第一期生の野谷

聡子さんは、卒業後の司法研修所で他大学出身者の話を聞き、北大の特徴として特筆すべ

きことは「教官と学生の関係がきわめて近いこと」だといっています。また同じく正木信

也さんは「友人たちとの頻繁におこなったゼミ」をあげている。オフィスアワー制、クラ

ス担任制、学習支援委員、また学生同士のゼミへのバックアップ体制など、教官、仲間た

ちとの接触の場で勉強できる環境は、教育目的にある柔軟で創造的な思考力、交渉能力と

説得能力、表現力を培う大きな場ともなっていると思われます。

「報告書」の教育内容の項をみると、基礎、法実務基礎、深化、先端・発展、学際の各

プログラムが組まれています。そのプログラムでは密度の濃い学習を確保するため、各学

年ごとに履修できる科目の上限を設けたキャップ制の採用に興味をひかれました。これは

別に北大だけのことではないのかもしれませんが、一歩一歩段階的に法律学を学ぶという

意図もさることながら、法律科目以外の科目について学ぶことの出来る余地を制度的に保

証していることにもなるわけで、これはとても大事なことだと思います。社会人として幅

広い知識と教養の蓄積は、これからの法曹人に必須の要素であると思うからです。取得制
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限しておいてその代わりに何を用意してあげられるか、学際プログラムの充実をこれと関

連させて、そこまで配慮があればさらに効果あるものとなるのではないでしょうか。

しかし一方でそれがまだ十分に機能していないとも考えられるデータもあります。今年

の司法試験合格者は残念ながら満足できる成績とはいえないでしょう。法科大学院はいか

に社会にひらかれた有用な法曹を、いかに多く送り出せるか、いいかえれば司法試験にい

かに多くの合格者を出すかを要求されているといっていいでしょう。今回の司法試験で特

徴的なことは１０８名が受験し、９８名が短答式試験に合格していながら最終合格者が３

３名にとどまっていることです。これは基礎的な知識はありながら創造的な思考力、応用

力、表現力にやや欠けるところがあったということにならないでしょうか。それを培う教

官と学生、学生と学生の双方向訓練の場は、制度的に整備されているのですから、それを

いかに機能させて応用力、創造的な思考力につなげていくのか、これからの課題なのかも

しれません。

これについてはカリキュラムの検討も必要かもしれません。これまでの二年間にわたる

法科大学院教育の経験、授業アンケート、投書などをとおして寄せられた要望、提言、教

員会議、教務委員会、成績判定会議などの議論を参考にしながら、カリキュラム見直しワー

キング・グループを中心に教育プログラムの検討手直しをおこなったとあります。この短

答合格９８名、最終合格３３名の間を埋めるためにどのようなカリキュラムの手直しがが

必要なのか、具体的な検討がなされるべきでしょう。

われわれの学生時代と比較することじたい時代錯誤なのでしょうが、学生へのケアの実

際を見学して、その緻密なことには驚かされました。法科大学院生の自習室には院生専用

の仕切りつき学習机が設けられており、書棚、ロッカーも配備されている。各自の席から

はノートパソコンを利用して学内ＬＡＮに接続しインターネット接続も可能になっている。

それも祝日、休日をとわず二四時間の利用が可能になっている。驚くばかりです。これに

ついては前述の野谷、正木両君も「他の大学では各自に固定の机が用意されていず、自分

の勉強場所を確保するのに毎日苦労したようだ」、それに比べて「北大は卒業後も試験日ま

で独りひとつの机が与えられており、落ち着いて勉強することができた」のは大きなメリッ

トだったと語っています。

このような環境とともに北大法科大学院が他大学に優るのは、やはり札幌弁護士会との

密な協力関係でしょう。ローヤリング＝クリニックでは弁護士教員が札幌弁護士会の法律

相談センターで法律相談実務の訓練をしているし、札幌、旭川の弁護士事務所ではエクス

ターンシップを実施している。北海道大学が開拓時代から培ってきた地元との密な関係は、

どこの大学に比べても大きな財産です。しかしながら、その関係が密であればこそ、やや

もすると仲間うちで小さくまとまりやすい。平成１９年度のエクスターンシップ派遣先を

見ると、道内と東京では３２対７、地元との強力な関係を示す数字です。しかし一方で北

海道をはなれて他大学の学生と交歓し、刺激しあったり、人間関係を築く機会がもう少し

多くてもいいようにも思います。札幌弁護士会の協力も含め手取り足取りのケアも大事で
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すが、「北大なんてナンボのものでもない」という環境の中で、生身にヤスリをかけられる

ような刺激も一方では必要なのかもしれません。

「自己点検評価書」を読んで気のついたことを述べましたが、気になったのは、学生へ

のケアの裏返しとして教官の労働加重が想像以上に大きくなっているのではないかという

ことです。研究期間のローテーションは組んでいるようですが、学生指導に追われ研究に

十分な時間がとれないことは、結果、回り回って大学院の質の低下につながるのですから、

教官サイドへの配慮が必要であると強く感じました。
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北海道大学法科大学院外部評価報告書

 

                              向井  諭    

             （弁護士・北海道弁護士会連合会理事長）

 

 此度、北海道大学法科大学院の外部評価委員をお引き受け致しました。私は北海道大学

法学部の出身ではありますが、大学を離れてから既に 30 年以上を経過し、その間は司法修

習生、弁護士の経験がある程度で、ごくたまに恩師の先生や司法試験合格祝賀会などで大

学の情報を得るだけですから、大学の組織、講義内容、学生生活等についての知識はあま

りありません。ただ、法科大学院が法曹の養成を目的に作られていますので、法曹の一員

としての私の経験等から、この法科大学院が、より良い法曹を輩出できるための一助にな

ればと思い、「自己点検評価書」に沿って、私なりの意見を述べたいと思います。ただ、前

述のように、私はしばらく大学の講義というものにあまり接しておらず、また大学におけ

る教育する側の実情や、これを受ける学生の実態や意識について十分な知識を持ち合わせ

ていないため、中にはピントが外れていたり、辛口な講評も出て来るかもしれませんので、

その点はご容赦願います。 

 

１ 教育目的 

  21 世紀の法曹として身に付けておかなければならない能力・資質として 

    （ⅰ）基本法分野における体系的で深い理解 

    （ⅱ）先端的・応用的法分野における専門知識 

    （ⅲ）これらの知識を実践の場で使いこなす実践的知識 

    （ⅳ）柔軟で創造的な思考力 

    （ⅴ）交渉能力と説得能力 

    （ⅵ）人権感覚・倫理性 

    （ⅶ）グローバル化の中での比較法的知識と語学力 

    （ⅷ）他の専門分野に対する理解能力 

 

の８つを掲げていますが、法科大学院ではこれらを身に付けさせる教育を行うことは理解

できますし、これらを完全に身に着ければ、十分に法曹として歩んでいけるでしょう。こ

の教育目的については問題ないと思います。ただ、司法試験合格後の司法修習には分野別

修習と集合修習があるだけで、前期修習がないという法曹教育の実態からすれば、法文の

意味をまず解釈しなければならないという基礎的な能力の重要性はかなり高いものと考え

ますし、その他に法曹人としての常識、倫理、そして社会常識と人間の行動パターンから

考えられる事実認定能力も重要であると考えます。そうして、これらは 20 世紀でも 21 世

紀でも、およそ法曹ではもっとも必要な能力・資質と考えます。これらのことは前記（ⅰ）
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～（ⅷ）に含まれていると解釈することもできますが、この（ⅰ）～（ⅷ）の表現では、

何となく先端的知識の修得や社会のグローバル化への対応といった方に力点が置かれてい

るような気がします。法曹を求めているのは、社会に住むごく普通の庶民や中小企業であ

る場合が圧倒的に多く、このような事件を扱えなければ、先端企業や国際関係の紛争も扱

うことができないでしょう。その意味で法文の解釈に基づく法律の基礎的知識が総ての基

になります。 

 

２ 教育内容 

 （１）①基礎プログラムから⑤学際プログラムまで 5 つのプログラムがあり、そのいず

れもについて双方向的・多方向的授業を実施するのはとても良いことであると思います。

特に双方向授業は、法曹が当然備えなければならない、事情聴取、説明、説得、交渉、尋

問等の能力の涵養に資することですから重視すべきでしょう。ただ、実際の授業において、

3～40 名の学生を相手に、この双方向授業を充実した形で行うのは難しいでしょうから、少

人数のゼミを増やすことを少し考えた方が良いかもしれません。 

 （２）法律実務基礎科目に実務家を多く配していることも効果のある授業を行える事と

思います。特に法曹倫理については、通り一遍の講義では中々身につきませんので、弁護

士会の協力を求めるなどして、なるべく多くの実務家との接点を考えることが大切でしょ

う。 

 （３）法律実務基礎科目の中の民事実務演習で、要件事実・事実認定を扱っていますが、

１で述べましたように、前期修習が廃止されている現在、ここにかなり力点をおく必要が

あると思います。まず、民事紛争においては、この要件事実と事実認定が最も重要と言っ

ても過言ではありません。これを 2 単位で間に合わせるのは相当の努力が必要でしょうか

ら、よほど授業内容を工夫し、それこそ学生と双方向授業を頻繁に行わなければならない

でしょう。後述しますが、特に前期修習がなくなった今、実務修習に入る前に法律の基礎

的知識の習得が強く求められていることを考慮して頂きたいと思います。 

 また刑事実務演習 A と B が選択になっていますが、選択にするのが時間的にやむを得な

いのであれば、少なくとも A選択の学生に刑事裁判実務の一部を、B選択の学生に捜査手続

の一部を加味して教える配慮は必要と思います。 

 （４）以上を通観して、法科大学院自身が、憲法・民法・刑事の一部で補講が必要であ

ることを認識し、この改善のために教育方法の再検討を考えているのは正しい方向でしょ

う。 

 

３ 教育方法 

 （１）前期修習のなくなった今、司法試験に合格した者は、合格した段階で、（ア）法律

（特に民法）の基礎的理解、（イ）これを事実に当てはめて考える力と調べる力、（ウ）そ

れを文章及び口頭で表現する能力について相応の能力を具備しているはず、であることを
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前提として実務修習に入ることになります。司法試験のみでは上記（ア）～（ウ）の能力

を完璧にチェックすることはできません。前期修習があれば、その期間中に他の修習生と

自分を比較し、自己に不足している基礎的な法的能力を認識し、自らその修得に勤めるこ

とが比較的容易でしたが、この修得をしないままに実務修習に入ってしまうと、各 2 ヶ月

しかない分野別の実務修習期間では無駄に時間が経過するだけで、充実した実務修習を送

れないばかりか、最低限の知識・能力を修得しないままに最後の集合修習に入ってしまう

ことになりかねません。司法修習生として、条文の読み方、民法の基本的な考え、判例の

読み方、基本的な経験則を理解していなければなりませんが、各 2 ヶ月の分野別修習では

時間の関係や現に動いている生の事件を扱うという性質上、そう手取り足取りしてこれら

の知識・技能を教えることはできません。また新司法修習を受ける修習生の一部には、口

頭表現はある程度出来ても、文章で自己の考え方を論理的に表現する能力に劣るものが散

見されると言われています。ですから、法科大学院においては、より法的知識の基礎的分

野に力点を置くとともに、法的理解を文章化する機会を与えることを考えて頂ければと思

います。 

 （２）少人数における双方向的・多方向的な密度の高い教育を行うことは正しい方向で、

これを十分に実践すべきですが、実際の受講生数を見ると、やや多いのではないかという

感があります。入学定員の問題もありますし、具体的な科目においては少人数で行われて

いるのでしょうが、10 名～15 名を越すと効果的な双方向な授業は困難と思います。難しい

でしょうが、受講希望者を調整するなりして、なるべく少人数化を図れるようにお願いし

たいと思います。 

 （３）学習環境として専用の自習室に各人の特定した個席を設け、24 時間、土日も使え

るという点は申し分ないものと思います。また、ゼミ室も豊富にあり、学生達がそれらを

有効に活用していることも素晴らしいことで、大きな効果が期待できると思います。 

 

４ 成績評価及び修了認定 

 成績評価方法の周知がなされ、評価の公平性が担保されており、単位認定に対する異議

申し立て制度が存在することは正しい方向と思います。ただ、問題は評価の内容であり、

学生数の割に再試験受験者が少ないような気がしますが、どうでしょうか。また、ここを

修了すると、ほぼ 2～3年のうちに司法試験に合格しなければならないとすると、全体の底

上げが必要と思いますが、これからの課題でしょうか。 

 

５ 教育内容等の改善指導 

 この改善指導は重要で、札幌弁護士会から派遣された教員に対するアンケートを行って

いることも良いと思います。一般に大学で学生にアンケートをとるのに疑問を感ずる向き

もあると思いますが、法科大学院は、司法試験合格、法曹養成という決まった目標がある

のですから、学生からの目線は重視してよいと思います。 
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６ 入学者選抜 

 特別選考で「顕著な社会的実績を有する者」、「法学以外の分野で顕著な実績を有する者」

を入学させることは有意義なことで、これの方向は推し進めるべきでしょう。また、他大

学卒業者を多く迎え入れるのも、他大学の情報を得ることができるなど好ましい点がある

と思います。入学者選抜については、他に特に指摘することはありません。 

 

７ 学生の支援体制 

 （１）教育するにあたっての人的、物的支援体制にはそれほど問題はないと思われるが、

生活面について、カウンセリング体制の充実にもう少し力を入れてみてはどうかと思いま

す。まず、「法科大学院の目的」は司法試験合格、法曹養成という決まったものですから、

司法試験受験に向けて、自分の勉強方法が解らない、授業についていけないという学生へ

の対策がどうしても必要となります。また、3回という制限された受験回数から来るプレッ

シャーも大きいものと思います。しかし、実際の相談では、自習室や LAN 環境整備や教材

配布など、物的な面への要望が多いとのことですが、これが本当に実態なのか、考えてみ

る必要はないでしょうか。学生達は、授業が解らないのは「自分のせい」と思い込んでし

まっている場合も結構あります。この方面での相談担当は、むしろ司法試験勉強の経験を

持つ実務家教員が向いているような気がします。 

 （２）生活支援の中の各種ハラスメント相談で気を遣わなければならないのはセクハラ

相談と思います。実務家教員の中に女性教官もいるようでしょうし、いなければ学外の弁

護士に依頼するとかの方法を考えることも良いのではないでしょうか。 

 （３）法科大学院は司法試験合格、法曹養成という目的を持った組織なので、企業等へ

の就職支援という概念は本来ないはずなのですが、実際に 3 回以内に合格できなければ、

他の方面へ進むしかありません。ただ、3 回の受験に至らずとも、「法曹に向いていない」

と判断される学生に対しては、なるべく早期に他の方面への進路指導を考えることも必要

です。その意味で、キャリアサポート委員を置いて担当させていることは良い効果を生む

と思います。 

 

８ 教育組織 

 特に申し述べることはありませんが、司法修習期間が 1 年となった今、やはり実務家教

員を多く配置することは考えていかなければならないでしょう。 

 

９ 管理運営等 

 特に意見はありません。 

 

１０ 施設、設備及び図書館等 

 かなり充実しており、特段の意見はありません。 
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１１ 北海道大学法科大学院については、ほとんどの点で問題はないと思いますが、いく

つか気の付いたことを申し述べてみました。ただこれは、プラス評価だけしていたのでは

何のための外部評価かわかりませんので、かなり細かく見て行って問題点を見つけ出し、

意見を述べたというのが実情です。事前に送られてくる資料はかなり多く、十分に目を通

す余裕もありませんでしたし、出来れば実際の授業をもっと見てから評価したかったと思

います。その点、不十分なあるいは偏った評価になった点もあるでしょうが、申し訳ない

と思っています。なお、今後の評価にあたっては、ヒアリングの時間をもう少し多くいた

だければと思ったことはあります。今後の参考にしていただければと思います。
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北海道大学法科大学院外部評価報告書 

                          村岡 啓一    

（一橋大学教授・一橋大学法科大学院長）

はじめに

 本報告書は、北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（北海道大学法科大学院。以下

「北大法科大学院」という。）から提供された資料および平成 20 年 7 月付「自己点検評価

書」に基づくヒアリング調査の結果を参照して作成したものである。今回の評価にあたっ

て、私には、同じ規模の法科大学院の教育及び管理に携わる者として、特に「教育内容や

教育方法」に関する自己点検の結果についての外部評価（「自己点検評価書」76 頁）を求め

られているものと理解したので、主としてこの点につき、意見を述べることとする。

1 教育目的について（第 1 章） 

 北大法科大学院が「大志ある法曹」という標語の下で養成しようとする法律家像は、ゼ

ネラリストの資質を備えたスペシャリストというバランスのとれた法律家であり、現代社

会の要請に応えたものといえ、教育目的は明確である。

2 入学者選抜について（第 6 章）

 北大法科大学院の特色は、多様な分野から多彩な人材を獲得するために、多様な入試制

度を考案し実施している点にある。一芸に秀でた者を法曹界に誘うために未修者枠に特別

選考制度を設けるほか、未修者選考基準において、適性試験枠や小論文枠を設ける重点選

抜を行うなどの工夫を凝らしている点は、司法制度改革審議会意見書の理念を忠実に実現

するものとして、高く評価できる。

 しかし、法曹養成の入口で、法律知識の素養がない多様な人材（以下、「純粋未修者」と

いう。）を多数取り込むことは、反面において、一芸に秀でてはいるものの法曹になる資質

を欠いている不適格者をも選抜する危険を抱え込むことも意味する。また、法曹となる資

質を備えている純粋未修者を 3 年間で新司法試験合格レベルまで引き上げるために、純粋

未修者に対応した特別の教育が必要となる。この意味で、北大法科大学院の現行入試制度

を維持する限り、特に純粋未修者に対する教育内容及び教育方法が問題となる。

3 教育内容および教育方法について（第 2 章、第 3 章）

 そこで、純粋未修者の観点からカリキュラムを眺めるならば、1 年生の基礎プログラム 7
分野 17 科目の選択必修は、いささか負担が重過ぎるのではないかという感想を持つ。「自

己点検評価書」45 頁によれば、原級留置者が 1 年生に集中しているが、この内実が純粋未

修者であるとすれば、純粋未修者は基礎を十分に咀嚼できていないのではないかという推
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測が成り立つ。北大法科大学院が未修者のために民法、刑法につき補講として実務家によ

る基礎ゼミを開設していることは、早い段階から実務を意識させるという点で優れている

が、逆に、最も基本となる法律科目の時間が不足していることを「補講」という位置づけ

が示しているようにも思われる。同様に、1 年生科目の担当教員による学習指導など肌理の

細かい対応や、2 年次の未修者クラスと既修者クラスの区別（ただし、習熟度別クラスの扱

いはしていない）等は、教員の側にも純粋未修者に対する特別の教育上の配慮が必要であ

るとの意識が働いているように思われる。仮に、肌理の細かい配慮にもかかわらず、純粋

未修者が基礎プログラム全体の履修につき時間的に咀嚼不十分な状態にあるとすれば、カ

リキュラム改革を含めた基礎プログラムの見直し（例えば、基本五科目への集中など）も

検討課題となりえよう。

 2 年次、3 年次の法律実務基礎プログラムにおける札幌弁護士会との連携には目を瞠るも

のがある。その一方で、司法修習と連動する民事要件事実教育や刑事事実認定が単一の 2
単位科目の中で行われていること、模擬裁判が課外授業とされていること、法文書作成を

目的とした独立科目がないこと、エクスターンシップの参加率が 4 割程度であることなど

をみると、もう少し、実務系科目を充実させる余地があるように思われる。派遣弁護士に

対する謝金という経済上の問題は、大学のみならず弁護士会の責任においても克服は可能

であろう。

4 成績評価及び修了判定について（第 4 章）

 北大法科大学院の成績評価及び修了認定は適切である。それにもかかわらず、平成 20 年

度新司法試験において、いわゆる「受け控え」の人数が増加した点は気になる点である。

新司法試験の合格ラインについての修了者の自己認識と修了認定（法科大学院側の品質保

証）との間に乖離があるのか否かについては、分析をする必要があると思われる。なお、

北大法科大学院では進級判定及び修了認定に GPA 基準を採用していないが、法曹になる資

質を欠いた者の判別と本人の納得のためには GPA 基準の活用は有効であるので、より厳格

な進級・修了認定のためには導入につき検討の余地があろう。

5 その他の優れた点について（第 5 章、第 7 章から第 10 章））

 学生の意見を集約するシステム、授業評価・相互批評システム、クラス担任制及び学生

委員による心身面・生活面を含む学生支援体制、キャリアサポート委員の創設などは、優

れた制度として高く評価できる。また、施設・設備を含む教育環境、教員組織、管理運営

組織も素晴らしく、問題がない。

しかし、法科大学院の運営に必要な予算は必ずしも十分とはいえず、総長裁量経費に依

存しない恒常的な予算枠が確保されるべきである。特に、今後、拡大が予想される実務系

科目を担当する実務家確保のためには多大な経費がかかるので、大学法人本部には特段の

配慮をお願いしたい。
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最後に

 法科大学院一般の問題として、「未修者の二極分化」という現象に伴い、下位に低迷する

純粋未修者に対する教育をどうするかが問われている。北大法科大学院は、積極的に純粋

未修者を採用してきた先駆的な存在であるだけに、最も先鋭な形でこの問題に直面してい

るということができる。北大法科大学院は、自己点検評価書の中でも言及しているとおり、

自らの課題を適切に把握し、既に、その克服に向けた検討を開始しているので、是非とも、

未修者教育におけるパイオニアとして成果を出していただきたいと念願している。同じ未

修者教育の問題を抱える一橋大学法科大学院としても、北大法科大学院の努力に対し心か

らのエールを送るとともに、問題克服のために協働していけることを切に希望する。
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北海道大学法科大学院外部評価報告書 

                          山本 克己    

                 （京都大学教授・京都大学法科大学院長）

１ はじめに

 この評価書は、平成２０年１０月３１日に実施されたヒアリングに基づき、北海道大学

法科大学院の現状について、筆者の評価を明らかにするものである。なお、筆者が京都大

学法科大学院長を務めている関係で、以下での評価は京都大学法科大学院との比較に基づ

く部分が多いことをお断りしておく。

２ 教育目的・教育内容

 北海道大学法科大学院の教育目標の基本は、①基本的法分野における体系的で深い理解、

②先端的・応用的法分野における専門的知識、③これらの知識を実践の場で使いこなす実

践的知識、という３種類の知識を備えた法曹の養成にあると理解している。したがって、

３種類の知識の修得は、北海道大学法科大学院の教育内容の主要部分を構成していなけれ

ばならないと考えられる。このような観点からカリキュラムを点検すると、①の知識は基

礎プログラムと深化プログラムに属する科目群によって、③の知識は法実務基礎プログラ

ムに属する科目群によって、十分な修得が可能な状況になっていると評価できる。これに

対して、②の知識は先端・発展プログラムによって修得されるべきものであるところ、知

的財産法・経済法関連科目の充実度に比して、他の先端的・応用的な法分野の科目数・単

位数がやや見劣りする感は否めない（特に環境法）。しかし、これも北海道大学法科大学院

の個性あると考えれば、このことに対して必ずしも消極的な評価を下すべきではなかろう。

 なお、個別的な論点であるが、ヒヤリングにおいては、一部の学生が文書作成の重要性

を必ずしも認識していない旨の説明があった。しかし、法曹が言葉、特に文章化された言

葉を用いて他人を説得する職業であることを考えると、学生の文章作成能力を向上させる

ための教育を行うことは、単なる司法試験対策に止まるものではなく、法曹の卵を育てる

上で必須のことがらであると考えられる。したがって、どのようにすれば、受験指導であ

るとの非難を受けることなく、学生の文書作成能力を向上させることができるかを検討す

べきであると考えられる。

３ 入学者選抜

 北海道大学法科大学院が行っている入学者選抜で特筆すべきは、「顕著な社会実績を有す

る者」と「法学以外の分野で顕著な実績をあげている者」を対象とする特別選考の制度で

あろう。多様な人材を法曹界に送り込むことが法科大学院の重要な使命の１つであること

を考えると、北海道大学法科大学院が特別選考を実施していることは、高く評価されるベ
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である。ただし、法科大学院開設５年目に入った現時点においては、特別選考制度の理念

がどれほど実現されているかを、入学後あるいは修了後の追跡調査を通じて検証すること

が必要であろう。

 また、一般選考と特別選考に係る入学試験が、札幌と東京の２会場で実施されているこ

とにも、敬意を表したい。

 最後に、一般選考のうちの未修者枠での選抜方法については、入学後の学業成績との相

関関係を調査するなどして、より適性の高い学生を選抜できるよう、恒常的な検討が必要

であると考えられる。特に小論文試験の内容をどのようなものとすれば、法学に適性のあ

る学生を選抜できるかが問題である。もっとも、これは北海道大学法科大学院に固有の問

題ではなく、すべての法科大学院に共通する課題である。

４ 進級・修了要件、成績判定

 多くの法科大学院がＧＰＡ制度を導入するなどして進級・修了要件を厳格化しているこ

とに鑑みると、北海道大学法科大学院の修了要件は「甘い」との印象を免れない上に、進

級要件は存在すらしていない。修了要件は実務界から要望されている修了生の品質保証の

観点から重要である。また、進級要件を設けないことは、一見学生フレンドリーであるよ

うに見えながらも、上級の学年で勉学するだけの水準に達していない学生を進級させてし

まい、その学生に消化不良を起こさせるだけになる可能性を秘めている。したがって、何

らかの形で進級・修了要件の厳格化を図る必要があると考えられる。

 成績評価については、同一科目を複数クラスで開講する場合であっても、その複数の科

目を同一の教員が担当しているために、クラス間での成績評価のばらつきが生じる余地が

ない。この点は、複数のクラスを複数の教員で分担している京都大学法科大学院から見れ

ば、羨ましい点の一つである。そして、複数のクラスを同一教員が担当することによって、

習熟度別のクラス編成が可能になっていることも、中小規模の法科大学院ではあたり前の

ことなのかもしれないが、筆者の目には特筆すべきものであると映った。ただし、上述の

進級・終了要件の厳格化は、成績評価の厳格化を伴わなければ、実効性を確保できないか

ら、成績評価の厳格化に取り組むことも必要であろう。

５ 施設・設備

 北海道大学法科大学院の施設で最も印象深かったのは、各学生に自習のための固定席の

机と本棚が与えられていることである。学生定員が多い国立の法科大学院でこのような自

習環境を整備することは非常に困難であり、京都大学法科大学院においても固定席の自習

スペースを用意できていないため、北海道大学法科大学院の自習室の充実ぶりは羨ましく

さえ感じられた。自習室の中には教室を転用した大部屋も存在するが、このことは特に問

題にする必要がないと考えられる。自習室の各机にＬＡＮコンセントがついていることも、

現在求められている学習環境の一般的な水準を満たすものであると言うことができる。
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 これに対して、法科大学院においては学生の自主的な勉強会によるグループ学習が非常

に有用であると考えられるにもかかわらず、北海道大学法科大学院の施設には、学生が授

業時間外に集まってディスカッションをするためのスペースがやや不足しているように感

じられた。今後、このようなスペースが更に整備されることを期待したい。

６ 結語

 以上、やや辛口の評価を下した項目もあるが、多数の優秀な教員を擁して、バランスの

とれたカリキュラムに基づいて教育活動を実践している、北海道大学法科大学院の現状は

総じて望ましいものであると評価できる。法科大学院制度が岐路に立っている現在、北海

道大学法科大学院がその長所を伸ばしていくことによって、法科大学院制度の定着に大い

に寄与されることを祈念して、この評価書を閉じることにする。
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